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別紙  

認定理由 
 

認定番号 第２５９号 

選定番号 第４－００４号 名 称 ｂｅ
び い

京都
きょうと

 

 西陣地域の上京区安楽小路町に所在する。町名は平安後期に藤原基頼

が持仏堂として安楽光院を建立したことに由来する。文明９年（1477）

に尼門跡の光照院が移転し、ｂｅ京都は境内の南東に接する。天明８年

（1788）に天明の大火によって光照院は焼失し、翌年再建されている。 

 建物は表屋造形式をとる。東側の通りに面して正面を向ける２階建で、

南側に背面に建つ長屋への路地がとられている。居住棟の１階部分は最

も古く、２室の８畳間を設ける。奥庭に面する奥の部屋は座敷に当たり、

北側面に床と、違い棚を持つ床脇を備える。この２室には入側の機能を

果たす畳廊下がつくられる。２室の天井は繋がっており、部屋境に竹の

節欄間が設けられる。欄間と床脇部分には１尺半のずれがある。一続き

の空間を竹の節欄間で区切る形式は寺院の方丈などに見られるものであ

る。手前の８畳間の押入内壁からは文政13年（1830）の年記のある紙片

が見つかっている。部材の古さからも寺院建築に由来する近世に遡る遺

構である可能性が推測される。 

居住棟の２階は４室からなり、北西室には床と床脇が残る。閉鎖登記

簿では明治43年（1910）に登記され木造２階建の建物が確認できる。２

階は部材から同時期に遡る可能性が高い。表屋部分は本２階に近い階高

を有し、２階は中央部分が吹抜けとなっている。聞取りでは建具商が営

業していた時期があるとされ、商品置場とした可能性が推測される。詳

細は不明だが、明治末に遡る遺構と判断しておきたい。表屋と居住棟の

間には屋根が架けられ、北側壁面には縦方向に桟がはめられている。こ

れは壁面を保護する形式に類似し、貯蔵の空間であったことが推測され

る。平成18年（2006）には、ギャラリーとして活用するために、２階に

小窓を開け１階を格子を嵌めるなど、ファサードの改修がなされた。 

 座敷部分は近世に遡ると推測される建物で、各時代に増改築を行いな

がら継承されてきた。西陣地域に残る、特徴的な歴史的重層性を示す町

家として重要である。 
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認定理由 
 

認定番号 第２６０号 

選定番号 第１４－００５号 名 称 

武田
た け だ

薬品
やくひん

京都
きょうと

薬用
やくよう

植 物 園
しょくぶつえん

展示棟
て ん じ と う

（旧田辺
きゅうたなべ

邸
てい

） 

武田薬品京都薬用植物園展示棟（旧田辺邸）は、明治 41 年（1908）、田辺

貞吉の邸宅として兵庫県住吉村（現神戸市）に建築された。田辺は、沼津藩士

の家に生まれ、東京府師範学校校長などを経て、明治 14 年（1881）に住友本

店に入社した。住友銀行総支配人をつとめ、引退時に建てたのが旧田辺邸であ

る。当初は洋館と和館からなる構成で、洋館の設計は野口孫市による。野口は

住友本店臨時建築部に入社し、住友家須磨別邸、伊庭貞剛邸（現住友活機園）

など住友関係の建築を手掛けた。アーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受け

た作品を残しているが、旧田辺邸もその一つであった。大正 4 年（1915）に旧

田辺邸は住友分家の新居となり、洋館を残して和館は改築された。その後も大

正 14 年（1925）に住友本家の邸宅となり、敷地内で曳家されたが建物は継承

された。平成 7 年（1995）の阪神淡路大震災によって被害を受けて取壊される

予定であったが、指宿真智雄氏らの保存運動の結果、同 9 年（1997）に武田薬

品の支援を受けて同社の京都薬用植物園に迎賓施設として移築されることにな

った。その後、園内で曳家され展示棟として活用されている。 

建物は木造２階建で、勾配の強い桟瓦葺の屋根である。外壁はハーフティン

バーで、南側面の２階部分はシングル葺の仕様とする。被災時の建物は大きな

増築がなされていたが、一部増築部分を含む当初の空間が移築された。方位は

ほぼ踏襲されており、北側に玄関を配して、階段を設けた玄関ホールを設け

る。当初、ホールの東側は書斎であったが、移築時に両室をつなげて広いホー

ルとした。ホール南側にラウンジ（旧食堂）、テラスが配置される。２階は階

段室の周囲に寝室、客室であった３室が配置され、北側室が玄関ポーチの上に

載る構成となる。最も意匠的な見どころとなるのは２階東側室である。台形状

のイングルヌックの入口をアーチの壁面で区切り、釉薬タイルを用いた木製マ

ントルピースを備えている。天井は、木製の桟で長亀甲紋と正方形の模様をつ

くる装飾的な意匠である。これら内装材は移築時に極力再用された。一方、構

造材は震災による被害を受けて、当初よりも径の太い新材を用いている。 

神戸に建てられた野口孫市のアーツ・アンド・クラフツの影響を受けた住宅

作品として貴重であることに加え、各所の努力により大震災の被害を乗り越え

て移築再生した歴史的建造物の保存事例としても重要である。 
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認定理由 
 

認定番号 第２６１号 

選定番号 第１２－０２０号 名 称 地野
ち の

八右
は ち

衛門家
え も ん け

 

地野家が所在する西野地区は、中世には野村郷に属した。文明10年（1478）
から天文元年（1532）には、蓮如上人が築いた山科本願寺の寺内が所在してい

た。現在、地野家の所有する農地には山科本願寺の寺内跡も含まれる。近世に

は同地は西野村となり、旧山科郷の地域は「禁裏御料」となった。明治22年
（1889）に旧村が合併して山科村となる。地野家の過去帳等には、享保15年
（1730）に没した初代当主「源兵衛」の名が確認される。家伝によれば檀那寺

である西宗寺が江戸時代に焼亡したが、その近隣にあった地野家も罹災して、

現在地に移転したと伝わる。現在の本堂は弘化元年（1844）の再建であり、地

野家が現在地に屋敷を構えたのも同時期の可能性が考えられる。 
東西の通りに面した敷地の北側部分に主屋を建て、西側に門を構える。門を

入ると燈籠や飛石を配した庭の西側から主屋入口へとアプローチする。主屋の

南西に納屋、敷地の南東には離れが建つ。納屋には梁の墨書から明治15年
（1882）の建築と確認される。主屋は桟瓦葺のつし２階建で、２階には改変さ

れた部分もあるものの、むしこ窓を設け、屋根に煙出しを載せる。西側に土間

を配し、耐火煉瓦を用いた５口の改良型カマド（クド）を備え、上部の吹抜け

と合わせて内部空間の見所となっている。ハシリ土間の柱や繋ぎ梁の意匠は、

むしこ窓の外観とともに、京町家の影響を感じさせる。居室部分は食い違いの

四間取り平面である。上手表側がブツマで、床、違い棚、仏壇を備える。土間

境のゲンカンには提灯入れ、ダイドコロには神棚や水屋箪笥が残り、農家建築

の内部空間を良く伝えている。主屋には年代に関する資料がないが、部材から

納屋と同時期の明治前期の建築と推測される。離れは、桟瓦葺き、平屋建の建

物である。床と違い棚を備える６畳間を中心とする。御幣から昭和38年（1963）
の上棟と判明する。離れの建設以前には、庭の南側には畑地が広がっていたと

いう。 
地野家は明治前期の建物と考えられる山科地域の旧家の農家建築である。内

部空間も改変が少なく、土間の空間を良く伝える貴重な建物である。 
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認定理由 
 

認定番号 第２６２号 

選定番号 第１２－００１号 名 称 辻
つじ

澤家
さ わ け

 

仁和寺境内の西側に所在し、敷地北側は江戸時代に仁和寺の「御室八

十八か所霊場」の遊歩道に接している。御室八十八か所は、江戸時代に

仁和寺の裏山に四国の八十八か所を模して造られた巡礼路である。京福

電鉄嵐山線が大正15年（1926）に開通し、郊外への開発が及んだ地域で

ある。西陣で絹糸の問屋業を営んでいた辻澤廣太郎氏が、静養を兼ねて

昭和16年（1941）に同地を購入したという。 

敷地南側に表門を構え、西寄りに主屋と茶室、東寄りに離れが建つ。

主屋の北側には主庭をつくる。瓢箪型の池を配して小さな中島をつくり

石橋を架ける回遊式の庭園である。この池は昭和４年（1929）の地図に

は既に記されている。斜面となる北側面の中ほどに末廣大明神と呼ばれ

る不動明王を刻した石碑が祀られ、昭和８年（1933）の銘が残る。戦後

に位置を移動しているが、池と同様に購入以前からのものと考えられ

る。その東寄りには石造の室が残る。池の周囲に園路が設けられ、燈籠

や石塔が配置される。モミジやコナラなどの高木の植栽を背景として、

池の周囲をめぐる庭となっている。 

主屋は、桟瓦葺、２階建で、御幣から昭和17年（1942）に上棟したこ

とが分かる。当初は平屋建であったが、昭和43年（1968）に２階を増築

している。東側面はむしこ窓をつくる外観。南側面に玄関を設け、東西

に中廊下を延ばす。主庭に面する廊下北側に座敷と次の間、水まわり、

南側に仏間や家族の居室を配する。庭との関係を重視した変則的な中廊

下型平面である。廊下の東端に、主屋と同時期に建てられた別棟の茶室

「衣翆庵」を接続する。４畳半の小間で主屋側に水屋をつくり茶道口を

開き、南面に躙り口、東面に貴人口を設ける。床柱には節のある磨き丸

太を用いる。離れ「不弧庵」は昭和38年頃の建築で、主庭、南側庭に面

する南北両側に縁廊下を配する。鏡板の舟底天井など、戦後の良質な数

寄屋の意匠が残る。 

 辻澤家は、林を背景とした広い庭園を中心として、庭との関係を配慮

した主屋、茶室、離れをつくる。仁和寺周辺の歴史的風致にも溶け込ん

だ、西陣の旦那衆による別荘的な性格をもつ邸宅として重要である。 
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 認定理由 
 

認定番号 第２６３号 

選定番号 第２－０６４号 名 称 布施家
ふ せ け

 

京都市伏見区の久我地域に所在する。鴨川、桂川が合流する地点の右

岸に位置する。同地域は水利が豊かな一方で、水害も多発したため、石

積の上に蔵を築く段蔵や、水害時に備えて小舟を軒先に吊るす習慣が見

られる。布施家は江戸後期に、菜種油業のための適地を求めて乙訓郡鶏

冠井村からこの地に移転してきたと伝わる。広い農地を所有し、原材料

の菜種は米との二毛作により収穫された。菜種油は燈明油としての需要

が多く、京都市内の寺院に納められたという。加えて、菜種の種を取っ

た後の菜の花を利用して、「久我菜漬け」の製造販売も行なったとされ、

現在では当地の特産品となっている。昭和に入ると石油が普及し、精油

は昭和13年（1938）頃に廃業した。 

通りに面して石垣を積み、長屋門と段蔵形式の土蔵が建つ。長屋門を

くぐると主屋があり、敷地の奥には３つの土蔵を建てる。主屋は木造桟

瓦葺、２階建で、東側に土間を配し、２列に５室を設ける。棟札から明

治５年（1872）の建築と判明する。ハシリ土間には、５口のカマド（ク

ド）が残る。下手の表側室は式台の間で、その上手が８畳座敷となる。

両室の境には近江八景の彫刻欄間を嵌める。座敷は絞丸太の床柱とする

床と、違い棚を備える。土間の下手側に菜種油の製造の空間が残る。か

つては種を蒸した後、臼で絞る作業が行われた。菜種油は玄関土間に甕

を埋めて保存した。その南側には明治６年（1873）建築の段蔵が接し、

菜種を貯蔵する種蔵として用いられた。長屋門は明治期の建築と考えら

れ、西側部分は大正後期頃に居室として改修された。主屋との間に庭を

つくり、座敷からの眺めを意識してクロマツや燈籠を配する。主屋の背

面には奥庭を配し、敷地奥に衣装蔵と米蔵が建つ。 

布施家は久我地区に残る明治初期の農家建築で、同地域特有の水害に

備えた石積みが見られる。生業であった菜種油の生産空間を始め、明治

期に整えられた規模の大きな屋敷構えを良く伝えており、高く評価され

る。 

  

 

 

 

  


